小中学校区関係　（細則第8条）

　　年　　月　　日

入　居　計　画　報　告　書

（あて先）富田林市長
　　　　　　　申請者住所　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者連絡先　　　　　　　　　　　　　

　富田林市開発指導要綱協議に基づき、住宅計画戸数が20戸以上の為、入居計画を提出します。

開発区域の名称　　　富田林市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住宅計画戸数　　　〔　戸建住宅　・マンション〕　〔　　　　戸〕

入居時期（予定）　　　　　　年　　　月　〔　上旬・中旬・下旬〕予定　

小学校一年　　　　名　　　　　　　中学校一年　　　　名　　

小学校二年　　　　名　　　　　　　中学校二年　　　　名　　

小学校三年　　　　名　　　　　　　中学校三年　　　　名　　

小学校四年　　　　名　

小学校五年　　　　名　

小学校六年　　　　名　

· （お願い）富田林市におきましては、公共施設である学校の施設確保について、毎年4月の児童・生徒の把握については困難をきたしている状況です。つきましては施設確保を出来るだけ迅速に把握したく、契約時もしくは入居時に入居計画書の提出をお願いします。　ただし、計画戸数20戸未満の計画についての報告はクラス増の要因が少ないので不要です。

· 上記開発区域による小・中学校の校区について　小学校は【　　　　　小学校】、中学校については【　　　　　中学校】であるので、その旨を買主及び入居者に伝えておいてください。
